
 
社会福祉法人大在福祉会役員及び評議員の報酬と費用弁償に関する規定 

 
（目的） 
第 1 条 この規定は、社会福祉法人大在福祉会の定款に定める理事・監事・評議員に対し、

支給する報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
（支給額） 
第 2 条 理事・監事・評議員に対しては、社会福祉法人大在福祉会の開催する会議等に出

席したときは、次により報酬及び交通費等の費用弁償を支給する。ただし、役員等が職員

である場合は報酬は支給しない。 
（１） 理事会・評議員会に出席したときは、報酬５０００円及び交通費を支給する。 
（２） 監事監査に出席したときは、報酬５０００円及び交通費を支給する。 
（３） 臨時理事会に出席したときは、報酬２５００円及び交通費を支給する。 
（４） 大分市行政監査に出席したときは、日当１０００円及び交通費を支給する。 
（５） 前各号に掲げる会議以外の会議に出席したときは、日当１０００円及び交通費

を支給する。 
 ２ 交通費については、社会福祉法人大在福祉会旅費規則に従う。 
 ３ 業務上必要な研修や会議等に出席したときは、社会福祉法人大在福祉会旅費規則に

従う。 
 ４ 支給される報酬の総額は定款第 8 条及び第 21 条に規定されたものとする。 
（規定の変更） 
第 3 条 この規定の変更は、理事会及び評議員会の議決により行うものとする。  
（その他） 
第 4 条 この規定の施行について必要な事項は理事長が決裁する。 
 
附則 この規定は、社会福祉法人大在福祉会の定款（全面改訂）が大分市長の許可を受け

且つ定時評議員会で承認された日より施行する。（平成 29 年 6 月 2 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
会議 報酬 日当 交通費 備考 
監事監査 ５０００円  旅費規則  
評議員会 ５０００円  旅費規則  
理事会（第１回） ５０００円  旅費規則  
理事会（第２回） ５０００円  旅費規則  
理事会（第３回） ５０００円  旅費規則  
臨時理事会 ２５００円  旅費規則  
行政監査  １０００円 旅費規則  
研修等  旅費規則 旅費規則  
 
 
 
 


